
の
番
号
）
が
み
な
さ
ん
に
付
番
さ

れ
ま
す
。

八
月
上
旬
に
は
、
個
別
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
な
お
、
こ
の
番
号

は
申
し
出
に
よ
り
変
更
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

■「
住
民
票
の
写
し
」の
広
域
交
付

全
国
ど
こ
の
市
区
町
村
で
も

「
住
民
票
の
写
し
」
の
交
付
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

■
引
越
し
の
手
続
き
が
簡
単
に
な

り
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
持
っ

て
い
る
人
は
、
転
入
転
出
す
る
と

き
、
役
所
の
窓
口
に
行
く
の
が
一

回
で
す
み
ま
す
。

とっとり市報

※
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
申
請

に
基
づ
き
交
付
さ
れ
ま
す
。

■
法
律
に
よ
る
対
策

▽
情
報
の
提
供
先
や
利
用
で
き
る

事
務
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
目
的

外
の
利
用
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
民
間
サ
ー
ビ
ス
へ
の
利
用
は
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
技
術
面
の
対
策

▽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
外
部
侵

入
、
情
報
の
漏
え
い
を
防
止
し
ま

す
。

※
専
用
回
線
の
使
用
、
通
信
デ
ー

タ
ー
の
暗
号
化
な
ど

▽
シ
ス
テ
ム
上
、
目
的
外
の
利
用

が
で
き
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

■問い合わせ先　市民課（�20―3209）

※
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
や
パ
ス
ワ
ー
ド
に

よ
る
確
認
、
蓄
積
デ
ー
タ
ー
へ
の

接
続
制
限
な
ど

■
運
用
面
の
対
策

▽
国
が
指
定
す
る
機
関
に
「
本
人

確
認
保
護
委
員
会
」
を
設
け
、
情

報
の
保
護
に
関
す
る
事
項
を
調

査
・
審
議
し
ま
す
。

▽
関
係
職
員
の
個
人
情
報
保
護
意

識
の
向
上
や
、
安
全
・
正
確
性
の

確
保
な
ど
の
た
め
研
修
を
実
施
し

ま
す
。

▽
緊
急
時
の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

作
り
、
不
測
の
事
態
に
も
じ
ん
速

に
対
応
し
ま
す
。

住民基本台帳カード 
を持っている人は、 
窓口に行くのが転入 
時の一回ですみます 

引越しの忙しい時 
に2回も市役所に 
行くのは大変ね 

万
全
の
情
報
保
護
対
策

を
と
っ
て
い
ま
す
。

平
成
十
五
年
八
月
ス
タ
ー

ト
予
定
の
サ
ー
ビ
ス
　
　

住基ネットで、どこ 
でも住民票の写しが 
とれます 

住民票の写しをとる 
ために、仕事を休ま 
なくちゃならないわ 
 

住民基本台帳カードのデザイン・イメージ例


